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鰆 ! ┏プ┡┋ !

"

士執字枝爾執奉燵朔腰坿跏⊕譏削輸際傘儁巠燦苗烋栽肴鎮勉削ミゃ際傘坂砕

昨1本燦鐚裁作歳晒腰邊漣朔⊕譏昨宙妙宙黻削蟷撒傘祭碕歳作哉冴薩削⊕譏爾

執昨糂ソ削⑽榊崎哉作哉彳旄昨沸讙藪鯖珀つ廂碕哉榊冴鐚ゖk歳腰滲褊昨έ┦

栽晒滲譏削輸際傘41筮燦ゆ裁采採は済裁崎腰滲褊昨έ┦削鎚撒三滲昨㎏輸燦ツ

颱裁腰41筮燦採莵阪昨跏碕滲昨陸跏栽晒友便削や燦は哉冴碕祭山埼腰罪昨41筮

削輸裁崎腰41筮k碕滲昨鷺阪晒削雑乃傘祭碕昨作哉苗塡質嘆コɚ作コ寢栽晒墓

贖際傘奉燵埼際甑  

滲埼朔滲褊昨コ寢削作榊崎宙黻昨ヴき燦コ崎腰罪昨ヴき削嫻咲哉崎滲褊昨έ

┦削卓桍削睛檮裁作歳晒宙妙宙黻燦曚跖裁崎済冴朔剤作昨埼際歳腰鷺妻裁崎雑

滲譏削輸際傘41筮朔作采作三擦在珊甑罪昨淀嗽歳⊕譏昨濁賠削再傘昨栽腰罪妻

埼作哉昨栽燦軛晒栽削際傘昨削碕崎雑鐚亦作奉燵埼際甑  

直昨G汲典埼朔腰士執字枝爾執奉燵昨使磁実施燦褫U昨仔執歯使仔埼←Q裁

崎哉傘碕祭山雑再三擦際歳腰擦細削士執字枝爾執朔レ臘埼哉妻桎墓昨コ寢削再

冴三擦際甑  

烋耨ǘǚ烝燵削士執字枝爾執歳滲褊昨έ┦碕bド質傜ド燦裁冴鍔豬朔ǖǹ鍔腰

41筮あコ崎碕裁崎溜砕沈砕ツ颱裁冴鍔豬朔ǚ鍔埼裁冴甑  

鍔豬昨彌棍削肴哉崎朔腰粤コ昨便栽参傘碕祭山埼再三擦際歳腰㎏抵歳再傘斎

碕削士執字枝爾執奉燵昨浪î儕æ削昧薩腰滲褊昨έ┦削跚瀕搾作采bド埼済傘

̂0作奉燵碕糂載崎哉冴坂采祭碕歳腰宙妙楡燦娣栽傘45署昨裴ギ作砺和埼再傘

碕i彩崎哉擦際甑  

士執字枝爾執奉燵朔瀧めɚ削坤41筮幣X墾坤⊕譏Tズ墾坤⊕譏謦冏墾昨ǚ肴昨

㎏1燦鐚裁崎哉傘碕ヮ撒参崎哉擦際甑罪参晒昨㎏1燦友便削æ蜥裁腰明栽参冴

滲譏昨皿三瀧榴昨禍寨碕滲譏削檮際傘滲褊昨徳嵃昨塁琢削杼諾際傘皿妻腰祭参

栽晒雑瑰済62済奉燵昨浪î削昧薩崎擦哉三擦際昨埼腰超癆碕雑斎Xミ碕斎誘本

燦ァ三擦際皿妻皿山裁采採庨哉あ裁琢砦擦際甑  

"

烋耨ǘǜ烝θǘǹǖǘ烝χǜ鏤 "

軛ú滲譏九使滲褊bドゼ "
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"

4232 烝 6 鏤削軛ú滲⊕譏士執字枝爾執削楷潰裁崎栽晒蹣采

雑 4 烝歳10煮裁腰超烝昨 5 鏤鑽燦雑榊崎潰鑢▕嫡削皿三-潰

際傘祭碕削作三擦裁冴甑"

祭昨 4 烝戻腰曚薇削滲褊昨跏栽晒細擦菜擦作41筮昨あコ崎燦哉冴坂済擦裁冴

歳腰哉剤参雑{亡削し彩傘雑昨柵栽三埼腰罪参坂砕削腰幣X削再冴榊崎朔腰埼

済傘坂砕卓桍削あコ朝昨採や燦邸哉腰あコ朝昨採跚莵阪燦Xミ裁腰ツ颱燦⊕妻

皿妻削祭祭山歳砕崎済冴肴雑三埼際甑冴坂腰曚薇削朔腰あコ崎昨ǔ踪削餐榊冴

14プ燦箆際祭碕昨埼済冴師実旨朔罪参察鷺彌采作采腰殺裁山堙ɚ作Xょ作鷺栽

晒滲昨檮睛雑鯖殺作裁碕昨14プ燦箆裁冴雑昨昨察妻歳彌栽榊冴皿妻削磔哉擦際甑

裁栽裁腰罪妻裁冴寢淋削朔腰あコ朝削棍裁埼雑斎㊄癧哉冴坂砕傘皿妻削腰ツ颱

14霙〛î鎬昨作栽埼埼済傘沪三卓桍削ツ颱14霙燦シ軛際傘皿妻削昧薩擦裁冴甑

雑阪山珊際冊崎昨あコ朝削斎㊄癧哉冴坂砕冴撒砕埼朔作哉昨埼裁鮫妻歳腰作栽

削朔ツ颱02嫡癆削あコ朝栽晒`蘢質戻蘢削採3/5燦哉榊崎哉冴坂砕冴師実旨雑再

三腰へノ燦棍裁朔霙冴際祭碕歳埼済冴昨栽作碕糂緜削策冴榊冴祭碕雑再三擦裁

冴甑輪載宙鞆埼再榊崎雑腰疆宙k埼再傘滲昨へ佻埼朔作采腰苗塡質嘆コɚ作コ

寢削再傘士執字枝爾執歳粤燦椽采裁崎シ軛際参柵腰斎Xミ哉冴坂砕傘祭碕雑再

傘皿妻削磔撒参腰祭妻裁冴痺某雑士執字枝爾執奉燵昨裴ギ作痺某昨 3 肴埼再傘

皿妻削糂載擦裁冴甑哉剤参削哉冴裁擦裁崎雑腰再晒冴薩崎苗塡質嘆コɚ作奉燵

昨粤57質裴ギ磽燦旄柵在崎哉冴坂哉冴 4 烝戻埼再榊冴皿妻削磔哉擦際甑"

3; 達㋹穂尣削旨司史実視執埼ォブ裁冴士執字枝爾執奉燵歳蹙鑚昨G汲典埼穂

薩崎苗ɚ削棡評細参冴昨朔腰3;;2 烝昨祭碕埼際甑罪参栽晒 42 烝通琢10阪擦裁冴

歳腰4233 烝削明柏細参冴坤廟嚔⊕譏41筮譽︸質士執字枝爾執奉燵’25抵抵た墾

昨ユ賽埼再傘輪’25抵├耨㎏輸瀧ヅ削皿三擦際碕腰4233 烝 32 鏤Q圻腰士執字枝

爾執奉燵燦棡評裁崎哉傘G汲典朔腰55 昨G汲典削碕鷺擦傘皿妻埼際甑廟嚔削朔腰

楯暑燔p碕滲か闌燦再撒在崎腰㋼ 3.:22 昨G汲典歳再傘撒砕埼際栽晒腰士執字

枝爾執奉燵燦こ砕崎哉傘G汲典朔倻濟削5裁哉碕ヮ彩擦際裁腰擦冴フ裴埼再傘

碕細彩ヮ彩傘昨栽雑裁参擦在珊甑罪参坂砕削腰祭昨奉燵燦超癆軛ú滲歳鷺昨皿

妻削76莵質æ寨細在崎哉采昨栽歳腰坤明栽参冴滲譏昨皿三瀧榴昨禍寨碕滲譏削檮

際傘滲褊昨徳嵃昨塁琢墾θ軛ú滲堙痛卑晤昨蘿禍っ削輸際傘阯刀0 64 阯χ碕哉

妻X矗削檮際傘軛ú滲昨懴矛燦は燈際傘冴薩昨倻濟削便栽三軫哉莉④削作傘皿

妻削磔哉擦際甑4 烝戻碕哉妻ô哉鑢戻埼朔再三擦裁冴歳腰罪妻裁冴フ裴作奉燵昨

殺ぁ削蟷撒晒在崎哉冴坂哉冴k碕哉冴裁擦裁崎朔腰軛ú滲⊕譏士執字枝爾執奉

燵昨超癆昨鍮作傘æ寨碕髭曚燦庨榊崎鯖札擦在珊甑"

鏘癆削作三擦際歳腰4 烝戻削撒冴榊崎斎誘本哉冴坂済擦裁冴滲褊昨έ┦碕へ佻

昨έ┦削盪皿三採3/5あ裁琢砦擦際甑鷺妻雑再三歳碕妻斎菜哉擦裁冴甑"
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"

軛ú滲削⊕譏士執字枝爾執昨奉燵歳ォブ裁崎Ą烝0采歳10

煮裁腰45歳ǜ朝¥昨士執字枝爾執削楷潰裁崎栽晒ǖ烝歳冴阪擦裁冴甑罪山罪山腰

士執字枝爾執奉燵歳滲褊昨έ┦昨嘆削馮沈済腰45雑腰赱潰坂栽晒碕昨ヮ哉ざ朔

さ細参剤腰黻妙削每禍裁崎哉傘迯鑢埼再傘朔剤埼際甑碕祭山埼腰士執字枝爾執

匙昨bド鍔豬腰41筮昨あコ鍔豬朔明こ疆穂栽晒再擦三廸撒晒剤腰殺裁山㏌棍跚

六碕作榊崎哉擦際甑祭参朔腰士執字枝爾執削bド裁冴哉滲譏削輸際傘儁巠歳再

擦三作哉碕哉妻皿三雑腰士執字枝爾執奉燵歳腰擦坂擦坂滲褊昨έ┦削浪î細参

崎哉作哉在哉埼朔作哉栽碕縢綰裁崎哉擦際甑  

⊕譏士執字枝爾執昨奉燵朔腰⊕譏濁鐓桎颱鯖腰⊕譏宙鍔❖墓作鷺昨堙ɚ腆漣

埼ミゃ際傘祭碕歳殺肴栽裁哉滲譏削檮際傘41筮燦莊哉再砦崎腰盻ギ碕再参柵滲

削黻妙昨謦冏鯖腰奉燵昨謦冏燦ー薩傘祭碕燦¥ɚ碕裁崎哉擦際甑士執字枝爾執

朔腰41筮燦あコ崎冴滲褊削鎚榊崎腰滲昨芻疆使21燦ツ颱際傘祭碕歳埼済擦際歳腰

曚薇昨ツ颱削疆冴榊崎札崎腰滲昨芻疆使21朔ツ颱削グ曚削檮睛細参傘祭碕燦曚

糂裁擦裁冴甑士執字枝爾執昨娘櫓鯖粤コ朔滲譏削椈裴細参擦際甑擦冴腰士執字

枝爾執昨ツ颱昨14霙歳腰41筮燦あコ崎冴斎鑚朝昨`蘢昨母D削14索肴栽作哉寢

淋埼雑腰滲歳ツ颱削睛載傘祭碕埼黻妙昨謦冏珵削跚沈采寢淋雑再三擦際甑̂0

作儁巠埼腰滲削謦冏燦ー薩冴哉儁巠歳再参柵腰材策士執字枝爾執削儁哉淋撒在

崎哉冴坂済冴哉碕i彩崎哉擦際甑  

碕祭山埼腰45朔腰祭昨ǖ烝戻削腰41筮あコ宙鍔昨幣X昨嘆埼腰倻濟削梵魔ɚ

作îゖ質10滽燦ギ際傘宙鞆削肴哉崎墓贖燦ー薩晒参傘寢傜歳再三擦裁冴甑45朔腰

珀つ廂碕裁崎堙ɚ作îゖ碕曚妙10滽燦鐚裁崎朔哉擦際歳腰41筮あコ朝碕滲碕昨

コミ歳{榊塁栽晒檮コ裁腰コミ昨轗倻燦墓贖際傘削肴哉崎朔倻濟削梵魔ɚ作î

ゖ碕10滽燦ギ裁腰鏘02ɚ削❖墓脉昨墓贖削憖搾傘裁栽作哉皿妻作儁巠朔腰士執

字枝爾執昨腆削再擦三擦際甑擦冴腰Ë骨削墓贖際傘祭碕朔ǎ⑯⊕琦埼再傘碕雑

磔哉擦際甑士執字枝爾執朔腰苗烋質苗塡碕フゖ削嫻咲哉崎墓贖埼済傘雑昨削肴

哉崎腰墓贖際傘冊済埼再傘碕磔哉擦際甑裁栽裁腰❖墓脉削し彩傘碕哉妻昨朔腰

滲褊削碕榊崎冴哉罪妻噤飫燦締妻祭碕朔友便削Xミ埼済腰士執字枝爾執奉燵昨

沪な雑糂載崎哉擦際甑  

碕雑再参腰奉燵燦皿三皿采㎏1細在傘昨朔腰滲褊昨έ┦碕士執字枝爾執昨誘

輪転黻埼際甑細晒削10滽碕€忘燦G珊埼腰軛ú滲褊碕⊕譏昨皿済靤砕㌍碕作参

傘皿妻腰昧本裁擦際甑"
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 (1) 処理事例１ 苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの 

苦情申立て対象機関 福祉部こども室保育課 

苦情申立ての内容 

私は会社勤めをしていますが、第二子が生まれたので 1 年間の育児休業

を取得し、平成 22 年 11 月から職場へ復帰するつもりでいました。そのた

め、平成 22 年 8 月末に第一子と同じ保育所へ 10 月からの希望で第二子の

入所を申し込んでいましたが、いつまで経っても入所が決まらず不安な毎

日を過ごしています。 

現在の保育所の申込方法は、4 月 1 日からの入所は募集定員が多く有利

ですが、育児休業の期間は子の誕生日によって決まるので、子の誕生日が

4 月でない人は入所の可能性が低くなります。 

また、兄弟姉妹が同じ保育所へ入所できるとは限らず、市の職員は、別々

の保育所への入所や育児休業期間の変更を安易に勧められますが、毎日 2

箇所の保育所へ送り迎えすることの苦労や勤め先に度々無理を言わなけれ

ばならないことの大変さを理解して案内されているのでしょうか。 

育児休業の期間や兄弟姉妹が保育所に入所していることは、市で把握で

きるのだから、入所を申し込む人の立場を考えたきめ細やかな申込方法に

改善してほしい。 

調 査 結 果 等 

オンブズマンは、苦情申立てを受けて担当部署である保育課の調査を開

始しました。 

保育課の説明によりますと、明石市には平成 22 年 10 月現在、公立保育

所が 11 か所、私立の認可保育所が 29 か所あり、これら 40 箇所の保育所は、

保育課が統一した方法で入所申し込みの受け付けや入所児童の選考を行っ

ているとのことで、定員は、全体で 3,492 人（公立保育所 940 人、私立の

認可保育所 2,552 人）となっております。 

まず、入所申し込みの受け付けについてですが、4 月 1 日からの入所希

望者は、前年の 11 月下旬から 3 月 20 日まで申し込みを受け付け、その間

に 4 回に分けて選考と結果通知を行っているのに対し、年度途中からの入

所希望者は、可能な限り多くの申込者を入所選考の対象とするために申し

込みの締め切りを入所希望月の前月の 20 日として選考を行い、前月の 25

日頃に結果通知を行っているとのことでした。 

また、入所児童の選考は「明石市保育の実施に関する要綱」に定めた選

考基準に基づき、児童の保護者の保育に欠ける要件を数値化し、指数の高

い順に入所の決定を行っており、保護者が育児休業中である場合や兄弟姉

妹が保育所に入所している場合には、付加指数を加点することによって、

優先して入所できるよう配慮しているとのことでした。 

しかし、保育所によっては、4月の時点で欠員がなくなるところもあり、

加点を行っても、希望先の保育所に入所していただけないケースが発生し

ており、育児休業から復職する方の申し込みの割合が増加する中で、こう

したケースは残念ながら例外的なものではないとのことでした。 

このため、4 月入所に合わせた育児休業期間の変更や別の保育所への申

し込みの検討を保護者に打診し、可能な限り入所しやすい方法をご案内さ

せていただいているとのことでした。 

また、保育課によりますと、明石市の待機児童は、平成 22 年 3月 1 日現

在、136 人と多いため、ここ数年来、待機児童の解消に努めており、例え

ば、施設を整備して保育所全体の定員を平成 23年度からは 265 人増やすほ

か、新年度の入所に備え、前年 11 月から受け付けた申し込み状況から、入
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所の傾向を把握し、部屋を入れ替えたり、保育士を補充するなど、既存施

設内においても少しでも多くの児童を受け入れられるよう工夫していると

ころですが、保育所の入所申し込みが増加傾向にあるため、待機児童の解

消には至っておらず、今後も引き続き待機児童解消のための施策を積極的

に行っていきたいとのことでした。 

なお、申立人の趣旨に沿う対策の 1 つとして、年度途中に育児休業明け

で職場復帰する方を 4 月 1 日からの入所希望者と同じ時期に選考して入所

内定を出す措置が考えられるところですが、保育課によりますと、こうし

た措置を実施している自治体は少なく、明石市が実施しない理由としまし

ては、離婚や疾病、ＤＶや児童虐待などの理由で急きょ保育所が必要にな

るケースに備えるため、保育所を必要とする理由に関わらず、一斉に選考

を行うことにしているとのことでした。 

オンブズマンは、参考までに、入所内定を出している姫路市に状況をお

尋ねしましたところ、同市では、育児休業明けで職場復帰する保護者の児

童を、保護者が亡くなったり、病気やけがによる入院等により保育できな

い場合や児童虐待により入所の要請があった場合など、緊急の入所を必要

とする児童と同じ扱いとして、あらかじめ定員の約 10％の枠を確保するこ

とで、入所内定を出す措置を可能としており、その背景として、待機児童

数が非常に少ない状況にあることが挙げられます。 

オンブズマンとしましては、保育所によっては 4 月の段階で待機児童が

生じてしまう状況の中で、これまで以上に育児休業明けで復職するケース

や兄弟姉妹が保育所に入所しているケースを優先しますと、必ずその代わ

りに入所できなくなる児童が出てくることになりますので、市がこれまで

以上に優先するのは難しいと判断するのもやむをえないところであると考

えられます。 

また、4 月 1 日からの入所であれば入所できる可能性が高くなるのは、

毎年 3 月末に 5 歳児が保育所を卒園し、4 歳児以下が 1 歳繰り上がること

に加え、保護者の転勤、退職などが大きな要因といえますが、こうした現

象は、就労や学業をはじめ、多くの社会活動が年度単位のサイクルで動い

ている社会的慣行を反映した結果であり、やむをえないところであると考

えられます。 

以上のとおり、市の保育行政は申立人がおっしゃるように様々な問題を

抱えておりますが、明石市の現状においては、これまで以上に個々の児童

や保護者の状況に合わせたきめ細やかな対応ができる状況にはなく、オン

ブズマンとしても、あらゆる問題の根源となっている待機児童の解消を最

優先課題として取り組むべきであると考えます。市に対しては、早急な待

機児童の解消を期待することとして今回の調査を終了することにしまし

た。 

以上 

苦情申立ての受付年月日 平成２２年（２０１０年） ９月１６日 要した日数 

オンブズマン面談年月日 平成２２年（２０１０年） ９月１６日 ０日間 

市の機関への調査年月日 平成２２年（２０１０年）１０月 ７日 ２１日間 

調査結果通知年月日 平成２３年（２０１１年） ４月１８日 ２１４日間 
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 (2) 処理事例２ 苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの 

苦情申立て対象機関 都市整備部建築室耐震推進課 

苦情申立ての内容 

近くにある中学校の校舎解体工事が行われました。 

私の家屋は耐震補強が必要なため、市側に工事期間中は振動測定器を設

置して 24時間の測定記録を取るよう申し入れました。 

また、工事の前と後で差異が生じた場合について尋ねたところ、市側は

わずかであっても修復の対象になるとの返事でした。 

そして、工事後の調査会社の調査結果は、工事により差異が生じたとし

ており、修復の対象になるものと思っていました。 

ところが、市側は、24時間の測定記録を取っておらず、工事による差異

について、補償に応じないとする見解を示した協議終了の通知を送ってき

ました。 

市側の不誠実な対応に納得できません。 

市は工事により影響を及ぼした周辺住民に対し、責任のある誠実な対応

をしてほしい。 

調 査 結 果 等 

オンブズマンは苦情申立てを受けて、担当課である耐震推進課の調査に

入りました。 

以下、申立人が納得されていない点を項目立てて、調査の内容とオンブ

ズマンの見解を記します。 

１．24 時間の測定記録を取るよう申し入れたのに、記録がないため、振動

と建物が受けた影響の関連の証明が困難となったとの点について。 

［調査の内容］ 

耐震推進課からの説明によりますと、振動測定は法的に義務付けられ

ていませんが、心配されている地元住民がおられたことから、自主的に

測定したということでした。但し、測定の目的は、振動の数値が大きく

なれば、その時点で工事を中断し、振動の少ない他の方法に切り替える

ためであり、測定の記録はとっていないということでした。 

［オンブズマンの見解］ 

耐震推進課は、随時、振動測定をしたということですから、測定の日

時、場所、その際の測定値、振動が大きくなった場合にとった措置等は

記録しておくべきであったと思われますが、工事期間中の 24 時間の測定

記録までは、要望があっても応じる義務はありません。振動を測定して

いないことが、直ちに申立人の不利益に結びつくものではないと考えま

す。 

２．市側は工事前、わずかな差異が生じても補償の対象となると言ったの

に、後日、前言を翻したとの点について。 

［調査の内容］ 

耐震推進課の職員に聴取したところ、申立人へは、工事前後で測定数

値に差異が出た場合、どのくらいの差異で補償の対象とするかという基

準はないと回答したということでした。 

［オンブズマンの見解］ 

補償の考え方は、１箇所ごとの変動を取り上げて問題とするのではな

く、総合的に補償すべき損害と言えるかどうかを判断するものですから、

仮に耐震推進課の職員がわずかな変動でも補償対象になると発言したと

しても、実際に変動があったときに、それが法的に補償すべき損害であ
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るのか、いくら補償すべきであるのかという判断が当然に入ってくるも

のであり、どう発言したかは、本質的な問題にはならないと考えます。 

３．調査会社の所見を誤差の範囲や許容範囲内であるとする市側の主張は

受け入れられないとの点について。 

［調査の内容］ 

耐震推進課が補償を要しないと主張する根拠は、経年変化、あるいは

許容の範囲内（受忍限度内あるいは使用に支障ない変動）であるからと

いうことでした。 

［オンブズマンの見解］ 

調査会社の所見を見ますと、確かに読み取り誤差の範囲とは言えない

変動が生じている旨の記載がありますが、この所見をもって工事によっ

て補償を要する損害が発生したと断定することはできません。そうしま

すと、補償を要しないとする市側の見解が一概に不当ということはでき

ません。 

４．市側は、一片の通知でもって協議を打ち切りとしたとの点について。 

［調査の内容］ 

市側から協議終了の文書回答を出すまでに、主なもので３回、通算し

て約７時間 30 分の協議が持たれています。 

なお、３回目の協議で、市の考えを申立人に報告することを約束し、

書面を郵送したとのことであり、耐震推進課としては、十分に協議を重

ねてきたとの認識でした。 

［オンブズマンの見解］ 

協議終了の通知には、数値の変動が読み取り誤差の範囲であるとの記

載があり、この点について申立人は、市側の認識は誤っていると指摘さ

れていますが、市の書面の内容を検討すると、補償を要しない程度の変

動であるという見解であることがわかります。双方の見解の相違が明ら

かになった現状で、市側の協議打ち切りの申し入れはやむを得ないもの

と考えます。 

以上のとおり検討した結果、申立人が解体工事に起因する損害の発生と

補償を求める点については、市との法的見解の相違が明らかである以上、

オンブズマンにいずれの見解が正しいかを判断する権限はなく、オンブズ

マン制度の運用規定であります明石市法令遵守の推進等に関する条例の第

54 条第１項第５号に「調査することが相当でない特別な事情があると認め

るとき。」はオンブズマンの調査対象外事項と定めておりますとおり、他の

救済制度において明らかにすべき問題であると判断します。 

オンブズマンとしましては、今後の業務において、相手方に明確な説明

ができるよう記録を残しておくなど、関係者の不審や誤解を招くことのな

いような対応に努めることを耐震推進課へ申し入れ、今回の調査を終える

ことにしました。 

苦情申立ての受付年月日 平成２３年（２０１１年） ５月１９日 要した日数 

オンブズマン面談年月日 平成２３年（２０１１年） ５月１９日 ０日間 

市の機関への調査年月日 平成２３年（２０１１年） ６月 ２日 １４日間 

調査結果通知年月日 平成２３年（２０１１年） ８月 ９日 ８２日間 
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 (3) 処理事例３ 苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの 

苦情申立て対象機関 水道部営業課 

苦情申立ての内容 

この度、平成 23 年 8 月 2 日から 10 月 1 日までの水道料金として通常の

倍以上の金額が請求されてきました。 

私の生活スタイルは何年も変わっておらず、その期間中に水道料金が倍

以上にもなる量の水道水を使用したことはなかったので、市にその旨を申

し入れたのですが、水道メーター（以下「メーター」という。）等に故障

はないので請求した額を支払ってもらわなければ困るとの一点張りでし

た。 

しかし、自分にもそれだけの水道水を使った覚えがなく、請求どおりに

支払わなければならないことに納得できません。 

市は、使っていない水道水の料金を請求しないでほしい。 

調 査 結 果 等 

オンブズマンは、本件苦情申立てを受けて、平成 23 年 11 月 24 日に担当

部署である水道部営業課を調査しました。 

水道部営業課によりますと、各世帯の水道料金は、2 ヶ月毎に行われる

メーターの検針によって決定した使用水量に基づき算定しており、本件で

問題となっている水道料金についても、10月 1 日に行われたメーターの検

針に基づき算定した水道料金を通知したところ、申立人から問い合わせが

あったので、10 月 7 日に申立人宅を訪問し、申立人立会いのもと、メータ

ーの検査等を行いましたが、異状や漏水の可能性は認められなかったとの

ことでした。 

さらに、10 月 8 日、10月 18 日、11 月 4 日の 3回、申立人宅のメーター

の検針を行ったところ、いずれも 2 ヶ月間の使用水量に換算すると申立人

宅で通常使用されてきた量を超えない数値でしたので、この点からもメー

ターの故障や漏水の可能性は考えにくいとのことでした。 

オンブズマンは、他に考えられる原因として、検針員がメーターに示さ

れた数値を読み間違えたり、誤って記録した可能性についても確認しまし

たが、水道部営業課によりますと、その場合には、再度、メーターが示し

た数値を確認しているとのことで、市としては、メーターの故障、漏水、

検針員によるメーターの数値の読み間違えや記録誤りなどの可能性が考え

られない以上、メーターの検針で示された数値に基づき水道料金の算定を

行うほかないとのことでした。 

後日、水道部営業課から提供された資料を確認しましたところ、定例の

検針日に当たる 12 月 2日の検針結果から、10月 1 日から 12月 2 日までの

使用水量は、これまで申立人宅で通常 2 ヶ月間で使用されていた量に戻っ

ていることを確認しました。また、申立人宅の平成 17 年 4 月から平成 23

年 7 月までの 6 年 4 ヶ月の間の使用水量の記録から、申立人がおっしゃっ

ているように、平成 23 年 8 月 2 日から 10 月 1 日までの水道料金として市

から請求された額がこれまでの通常の水道料金の額の 2 倍以上であること

も確認しました。 

仮に使用水量の増加がメーターの故障や漏水によるものなのだとします

と、修繕などがなされない限り、その後の検針でも同様に異常な数値が示

されるはずですし、10月 1 日の検針の際に検針員が誤ってメーターの数値

よりも多い量で記録してしまったのだとしますと、その後の検針日にメー

ターが示す数値との差は誤って記録された分だけ少ない量になるはずです

が、12 月 2 日の検針の数値と 10 月 1 日に記録した数値との差は通常申立
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人が 2 ヶ月間で使用する量であったわけですから、メーターの故障や漏水、

検針員がメーターの数値を誤って記録した可能性は考えにくいこととなり

ます。 

12 月 8 日には申立人宅をお訪ねし、蛇口の使用状況や屋外における蛇口

の配置状況などを確認させていただきましたが、特段、原因と考えられる

点は見当たりませんでした。 

そこで、このように使用水量の増加の原因が明らかにならない中で、市

は、何をもとにして、水道料金の徴収事務を進めていくべきなのかという

ことについて検討してみます。 

市は水道法の規定に基づき明石市水道条例（以下「条例」という。）を定

めており、水道料金の算定を含めた市の水道事業は、条例の定めに基づき

行われることになります。 

そして、水道料金の算定について、条例は、第 24 条において、使用水量

は、①メーターに異状があったとき、②用途別の異なる用途に使用したと

き、③使用水量が不明のときを除き、メーターの検針に基づき市が決定す

るものと定めております。 

本件の場合、まず、市の調査の結果、申立人宅のメーターに故障などの

異状は見当たらなかったわけですので、①には該当しないことになります。

②の用途別の異なる用途に使用したときとは、例えば、水道の用途につい

て一般用として届出がなされているにもかかわらず工事用として使用され

ている場合などを指しますので、②にも該当しません。また、使用水量の

増加の原因こそ明らかではありませんが、メーターの検針によって使用水

量そのものは確認できておりますので、③にも該当しないことになります。

したがって、条例の規定に従えば、本件の場合、市は、メーターの検針に

よって確認した使用水量に基づくことになります。 

オンブズマンとしましては、通常の 2 倍以上の量の水道水を使用した覚

えはないと申立人がおっしゃっていることに疑いは持っておりませんし、

身に覚えがないまま請求された水道料金を支払わなければならないことに

対する申立人の憤りの気持ちも心情としては理解できます。しかしながら、

可能な限り考えられることについて調査しましたが、市に非違・不当な点

は見当たりませんでした。そして、水道料金の算定を含めた市の水道事業

は前記関係法令の規定に基づいて行われなければならないことを考えます

と、本件において、市が、メーターの検針によって確認した使用水量に基

づき対応することも、やむを得ないものと考えざるを得ません。 

したがって、本件において、メーターの検針によって決定した使用水量

に基づき水道料金を請求するほかないとの市の対応には非違・不当な点は

ないものと判断し、今回の調査を終えることにしました。 

以上 

苦情申立ての受付年月日 平成２３年（２０１１年）１０月２６日 要した日数 

オンブズマン面談年月日 平成２３年（２０１１年）１０月２０日 ‐ 

市の機関への調査年月日 平成２３年（２０１１年）１１月１３日 １８日間 

調査結果通知年月日 平成２４年（２０１２年） １月２４日 ９０日間 
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(4) 処理事例４ 苦情申立ての趣旨に沿えなかったもの 

苦情申立て対象機関 財務部税務室資産税課 

苦情申立ての内容 

申立人の所有する土地（以下「当該土地」という。）の固定資産価格評

価に不整形地補正率が適用されていなかったので、市に再調査を申請した

結果、平成 22 年度から当該土地の固定資産価格評価について不整形地補正

率が適用されることになりました。 

ところで、申立人が、平成 22 年度より過去に遡って不整形地補正率を適

用し、固定資産税・都市計画税（以下「固定資産税等」という。）の過払

金を返還するよう要望したのに対し、市は、①市に重大な錯誤がないこと、

②資料や裁判例によっても地積が大きい土地は不整形地補正をしていない

こと、③申立人の提示した最高裁の判例（地方自治法に規定する審査の申

出等の手続きを経るまでもなく国家賠償請求を行い得るとの主旨）は、倉

庫に関する裁判で、参考にならないこと、④納税者側においても納税通知

書によりこれまでに確認する機会があったことを理由に過払金の返還はで

きないと回答しました。 

しかし、①地方税法第 417 条１項は価格等の決定又は修正等の規定であ

り、市が不整形地補正率を適用しなかったことが「重大な錯誤」ではなく、

従って過払金を返還する必要がないことの根拠となる規定ではないこと、

②の裁判例は、不整形による利用上の制約が認められなければ補正の必要

性を欠くという判決であり、不動産鑑定上、利用制約があると考えられて

いる当該土地に持ち出す裁判例ではないこと、市は③の判決を無視して過

払金を返還しない根拠を示せないでいること、標準価格と個別的要因の格

差率（不整形地補正率等）が記載されていない④の納税通知書を見ても不

整形地補正率の適用の有無がわからないことから、市からの説明は到底、

納得できるものではありません。 

以上のことから、市は、当該土地の平成 21 年度以前の固定資産価格評価

にも遡及して不整形地補正率を適用し、申立人に固定資産税等の過払金を

返還してほしい。 

調 査 結 果 等 

オンブズマンは、申立人との面談で、当該土地の形状は平成 21 年度以前

から変わっていないとお聞きし、市が平成 22 年度以降の固定資産評価に不

整形地補正率を適用し、それ以前の評価には適用しないこととした理由や、

市が平成22年度の途中で地方税法第417条1項により固定資産の価格を減

額変更した理由等について確認する必要があると考え、調査を実施するこ

とにしました。 

担当部署である税務室資産税課の職員から事情を聴取した内容は、以下

のとおりです。 

 

まず、これまでの経緯について、平成 22年７月に納税義務者である申立

人から市に課税内容について問い合わせがあり、同年７月 16 日に現況調査

申請書が提出されたため、それを受けて現況調査を実施し、不整形地補正

率を適用することに決定しました。 

そして、平成 22 年度の異議申立てができる期間内に申立人から問い合わ

せがあったことを考慮し、平成 22 年度から不整形地補正率を適用すること

としました。 

このような経緯で、平成 22 年 11 月上旬に、当該土地について、「地方税

法 417 条の規定により、価格等を通知します。」と記載した固定資産価格通
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知書を申立人へ送付しました。固定資産税等は３年ごとに評価替えを行い、

新しい価格を決定することになっており、直近では平成 21年度、平成 24

年度がその年度にあたるのですが、評価替えを行う年度以外の年度に価格

等を修正する場合には、その根拠とする法令等が地方税法第 417 条第１項

しかなかったことから、「重大な錯誤」はなかったものの、やむを得ずその

規定を根拠として通知をしたものです。 

しかし、申立人は市の決定に納得されず、平成 21 年度以前に遡って税額

を見直すよう申し入れをされました。市としては、平成 21年度まで不整形

地補正を適用していなかったことが間違いであるとは考えておらず、申し

入れには応じられない旨の回答をして現在に至っています。 

市としては、当該土地は、不整形であっても、面積が大きいために通常

の形の建築物が建築でき、不整形地補正率を適用する必要がないと考えら

れる一方、不動産鑑定士の意見を踏まえると不整形地であることによる減

価が多少なりとも認められることから、不整形地補正率を適用する余地が

全くないということでもなく、適用の要否については、裁量の範囲内であ

ると考えています。再調査を行い検討した結果、納税者有利に考えて不整

形地補正率を適用することとしたものであり、固定資産税台帳に登録され

た当該土地の価額に、地方税法第 417 条第１項に規定されている「重大な

錯誤があることを発見」したために価額を変更したものではありません。 

 

オンブズマンは、以上の市への調査の実施結果を踏まえ、申立人から提

供された資料や関係法令等を確認した上、申立てられた苦情についての判

断をお示しします。 

市が、当該土地の評価について、平成 21年度以前にも不整形地補正率を

適用して価格修正をし、過払いの固定資産税等を返還するためには、当該

土地に不整形地補正率を適用しなかったことが不当・違法であったと認定

されなければなりません。ところで、課税対象である土地の評価は固定資

産評価基準に基づいて評価されるのですが、その評価基準では、ある程度

不整形な土地であっても、地積が大きいなどの理由で建物の建築に支障が

なく、宅地の価格に影響がないと考えられる場合は補正を要しないとされ

ており、不整形であっても必ずしも補正率が適用されるわけではありませ

ん。また、市が聴取した不動産鑑定士の意見では、当該土地の不整形によ

る減価率は微少であり、不整形地補正率をそのまま適用することには疑問

を呈しています。そして、地積の大きな土地について不整形地補正率の適

用を否定した判例があることも事実です。当該土地の評価にあたっては、

蔭地割合を算出して補正率をあてはめれば足り、そうしないことが不当・

違法であると、直ちに断じることはできないのです。不整形補正をするべ

きかどうか、どの程度の補正をすべきか、補正をしないことが不当・違法

とまで言えるかどうかという判断には、高度の専門性が必要で、最終的に

は裁判所の判断を仰ぐことになります。本件では、年度途中で地方税法第

417 条第１項を用いて価格変更（減額）がなされたため、申立人が固定資

産評価審査委員会の不整形地補正に関する公的な判断を求める機会がな

く、オンブズマンに苦情を申し立てられたのですが、オンブズマン制度は

そのような判断ができる機能を持ち合わせていません。 

オンブズマン制度の運用を規定する明石市法令遵守の推進等に関する条

例第 54 条第１項第５号には、オンブズマンの調査対象外事項として、オン
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ブズマンが「調査することが相当でない特別な事情があると認めるとき」

とあります。本件では、過去の過払金の返還を求めるについて、その前提

問題である過去の評価の違法性の有無を判断する必要があり、「調査するこ

とが相当でない特別な理由」があるものと考えます。よって、オンブズマ

ンはこの件についての判断はいたしません。申立人は、他の制度による救

済を求める方策をお考えください。 

 

苦情申立ての趣旨に対するオンブズマンの判断は以上のとおりですが、

市の課税業務の手続について疑問に感じたことがあります。即ち、市は、

当該土地の平成 21 年度以前の評価に不整形補正率を適用しなかったこと

は誤りではないとしながら、平成 22 年 11 月に、地方税法第 417 条の規定

により、平成 22年度の価格を減額変更する旨を通知していることです。同

条は市町村長に、「価格等に重大な錯誤があることを発見した場合」は直ち

に価格等を修正し、その旨を納税義務者に通知する義務を課した規定で、

同条により価格を減額変更したということは、修正前の価格決定に「重大

な錯誤」があったためであり、当該土地の状況に変化がなければ、さらに

以前の評価にも重大な錯誤があったのであり、申立人が過去に遡って過払

いの税金の返還を求めたいと考えるのも、無理からぬことと言えます。市

は、年度途中で価格を変更する手段が同条によるしかないことを強調され

ましたが、過去の評価において不整形地補正をするかどうかは裁量の範囲

であり、しないことが違法・不当でないと確信しておられるならば、便宜

的に同条を適用することについては、今後は十分慎重に考慮されるべきで

あります。本件では、市が、評価替えの年（平成 24 年度）を待たず、平成

22 年度から減額変更されたことは、納税義務者である申立人有利に考えた

ためとのことですので、本件苦情申立を契機に、地方税法第 417 条の「重

大な錯誤」がなかったのに減額修正したとして、さらに同条により減額修

正を取り消し、前価格に戻すというようなことは厳に慎んでいただくよう、

市に求めます。 

最後に、オンブズマンは市に対し、今回の苦情申立てを教訓として、固

定資産の価格等の決定や変更にあたっては、課税主体として常に正当性、

論理性にもとるところはないか慎重に判断して、納税義務者間の公平もは

かりつつ、適法・適正な処理をしていただくことを申し入れ、今回の調査

を終了することにしました。 

苦情申立ての受付年月日 平成２３年（２０１１年）１２月 １日 要した日数 

オンブズマン面談年月日 平成２３年（２０１１年）１２月 １日 ‐ 

市の機関への調査年月日 平成２３年（２０１１年）１２月 ９日 ８日間 

調査結果通知年月日 平成２４年（２０１２年） ３月２１日 １１１日間 
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５ 明石市法令遵守の推進等に関する条例（抜粋） 

第５章 行政オンブズマン 

（行政オンブズマンの設置） 

第42条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理

し、並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を

表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の

より一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的とし

て、本市に行政オンブズマンを置く。 

（オンブズマンの所管事項） 

第43条 行政オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）の所管する事

項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為

（以下この章において「市の業務」という。）であって、次に掲げる事項に

該当しないものとする。 

(１) 訴訟手続その他の裁判所における手続、刑事事件その他犯則事件に関

する法令の規定に基づく手続又は行政上の不服申立ての手続その他の紛

争処理制度において既に審理が行われ、又は現に行われている事項 

(２) 監査委員が請求に基づき既に監査を実施し、又は現に監査を実施して

いる事項 

(３) 議会に関する事項 

(４) 職員の自己の勤務内容及び身分等に関する事項 

(５) オンブズマンの行為に関する事項 

（オンブズマンの職務） 

第44条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(１) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理するこ

と。 

(２) 前号の苦情の申立てを端緒として、自己の発意に基づき市の業務に関

する事案を取り上げて調査すること。 

(３) 第１号の規定により受け付けた苦情又は前号の規定により取り上げ

た事案（以下この章において「苦情等」という。）について、市の機関に

対し非違の是正又は改善のため必要な措置（以下この章において「是正等

の措置」という。）を講ずるよう勧告すること。 

(４) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認める場合において、当該

制度の改善を求めるための意見を表明すること。 

(５) 第３号の規定による勧告又は前号の規定による意見の表明の内容を

公表すること。 

（オンブズマンの責務） 

第45条 オンブズマンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切に

その職務を遂行しなければならない。 

２ オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、

相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。 
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３  オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなら

ない。 

（市の機関の協力） 

第46条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立の立場を

尊重しなければならない。 

２ 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的に協力し、援助す

るよう努めなければならない。 

（市民等の協力） 

第47条 市民その他オンブズマンに関する制度を利用する者は、第42条に規

定するオンブズマンの設置の目的を達成するため、オンブズマンに関する制

度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。 

（オンブズマンの組織等） 

第48条 オンブズマンの定数は、２人とし、そのうち１人を代表オンブズマ

ンとする。 

２ オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が有り、かつ、地方行政に関し

優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は、２年とし、再任されることができる。 

４ オンブズマンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力する

ことを妨げない。 

（兼職等の禁止） 

第49条 オンブズマンは、公職者又は政党その他の政治団体の役員と兼ねる

ことができない。 

２ オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と

兼ねることができない。 

（オンブズマンの守秘義務） 

第50条 第９条第１項の規定は、オンブズマンの守秘義務について準用する。 

（解嘱） 

第51条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと

認めるとき、又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくな

い行為があると認めるときは、解嘱することができる。 

２ オンブズマンは、前項に規定する場合を除いては、在任中、その意に反し

て解嘱されることがない。 

（オンブズマン会議） 

第52条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

(１) オンブズマンの職務執行の方針に関すること。 

(２) オンブズマンの活動状況の報告に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、オンブズマンの協議により必要と認める

事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前２項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項
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は、代表オンブズマンがオンブズマン会議に諮って定める。 

（苦情の申立て） 

第53条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てる

ことができる。 

２ 前項の規定による苦情の申立て（以下この章において「苦情申立て」とい

う。）は、次に掲げる事項を記載した苦情申立書により行わなければならな

い。ただし、オンブズマンが苦情申立書によることができない特別の理由が

あると認めるときは、この限りでない。 

(１) 苦情申立てをしようとするものの氏名及び住所（法人その他の団体に

あっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

(２) 苦情申立ての趣旨及び理由並びに原因となった事実のあった年月日 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項 

３ 苦情申立ては、代理人により行うことができる。 

（調査対象外事項） 

第54条 オンブズマンは、苦情申立てが次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、当該苦情申立てに係る苦情について調査しない。 

(１) オンブズマンの所管する事項でないとき。 

(２) 苦情申立てをした者（以下この章において「苦情申立人」という。）

が、苦情申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。 

(３) 苦情の内容が、苦情申立ての原因となった事実のあった日から１年を

経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

(４) 苦情の内容が虚偽であるものその他オンブズマンの設置の目的に照

らして不適切なものであると認めるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でない特別な事情が

あると認めるとき。 

２ オンブズマンは、前項の規定により調査しないときは、苦情申立人に対し、

理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 

（調査の通知等） 

第55条 オンブズマンは、苦情等について調査を行うに当たっては、あらか

じめ、関係する市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がない

と認めるときは、調査を中止することができる。 

３ オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、当該

苦情等が、申立てに係るものである場合にあっては理由を付してその旨を苦

情申立人及び第１項の規定により通知した市の機関に、自己の発意に基づく

ものである場合にあっては同項の規定により通知した市の機関に速やかに

通知しなければならない。 

（オンブズマンによる調査の方法等） 

第56条 第16条第２項、第17条及び第18条（第５項を除く。）の規定は、

オンブズマンによる苦情等の調査について準用する。 
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（出資団体等の調査への協力） 

第57条 出資団体等及び指定管理者は、オンブズマンが行う苦情等の調査に

ついて、協力するよう努めるものとする。 

（苦情等の調査結果の通知） 

第58条 オンブズマンは、苦情等の調査を終了したとき（第55条第２項の規

定に該当する場合を除く。）は、その結果を、次の各号に掲げる苦情等の区

分に応じ、当該各号に掲げるものに速やかに通知しなければならない。 

(１) 苦情申立てに係る苦情 苦情申立人及び第55条第１項の規定により

通知した市の機関 

(２) 自己の発意に基づき取り上げた事案 第55条第１項の規定により通

知した市の機関 

（勧告及び意見表明） 

第59条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、

関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因す

ると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための

意見の表明をすることができる。 

３ オンブズマンは、苦情申立てに係る苦情について第１項の規定により勧告

し、又は前項の規定により意見の表明をしたときは、苦情申立人に対し、そ

の旨を速やかに通知しなければならない。 

（勧告及び意見表明の尊重） 

第60条 前条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による意見の表

明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。 

（オンブズマンへの報告等） 

第61条 オンブズマンは、第59条第１項の規定による勧告又は同条第２項の

規定による意見の表明をしたときは、当該勧告又は意見の表明をした市の機

関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるも

のとする。 

２ 前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から

起算して60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置又は制度の改善の

状況について報告するものとする。この場合において、是正等の措置又は制

度の改善を講ずることができない特別の理由があるときは、理由を付してオ

ンブズマンに報告しなければならない。 

３ オンブズマンは、苦情申立てに係る苦情について前項の規定による報告が

あったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならな

い。 

（勧告等の内容の公表） 

第62条 オンブズマンは、第59条第１項の規定による勧告若しくは同条第２

項の規定による意見の表明をしたとき又は前条第２項の規定による報告が

あったときは、その内容を公表するものとする。 
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２  第25条の規定は、前項の規定による公表について準用する。 

（事務局） 

第63条 オンブズマンに関する事務を処理させるため、規則で定めるところ

により事務局を置く。 

（オンブズマンの活動状況の報告） 

第64条 オンブズマンは、毎年、規則で定めるところによりその活動状況に

ついて市長及び議会に報告するとともに、これを公表するものとする。 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３章の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

された内部公益通報について適用する。 

３ 第５章の規定は、施行日の１年前の日以後にあった事実に係る苦情につい

て適用し、当該１年前の日前にあった事実に係る苦情については、適用しな

い。 

４ 第６章の規定は、施行日以後にされた外部公益通報について適用する。 

（最初に契約する公益監察契約の期間） 

５ この条例の施行後最初に契約する公益監察契約の期間は、第７条第４項の

規定にかかわらず１人は２年、１人は３年とする。 

（準備行為） 

６ 市の機関は、施行日前においても、この条例の施行に必要な準備行為をす

ることができる。 

 


